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公共施設の複合化に関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）町田市の公共施設の課題や再編の取組みについて（1 つ選択） 

町田市が所有する公共施設の多くが老朽化してきているという課題に対し、将来を見据えた公共施設の再編に取

組んでいることを、あなたは知っていますか。 

□１）課題、取組みの両方を知っている 

□２）課題は知っているが、取組みは知らない 

□３）知らない 

 

（２）周知・宣伝活動について（1 つ選択） 

2018年度から、地域のセンターまつりに参加し、PR ブースを出展しています。このような活動は、町田市の公共施

設に対する取組みを知っていただくための方法として効果があると思いますか。 

□１）とても効果がある 

□２）まあまあ効果がある 

□３）どちらでもない 

□４）あまり効果がない 

□５）効果がない 

 

 

（３）意見収集方法について（1 つ選択） 

町田市の公共施設に対する取組みを進めるうえで、今回のようにアンケートにお答えいただくという手法は有効だと思

いますか。 

□１）とても有効である 

□２）まあまあ有効である 

□３）どちらともいえない 

□４）あまり有効ではない 

□５）有効ではない 

 

 

 

 

 

 

 １  ２  ３  ４ 

つづく→ 

【意見収集方法へのご意見】 もっとこうしたらいい、こんな方法もあるなど、ご意見やご提案があればお書きください。 

公共施設の現状  

財政状況が厳しさを増す中でも、必要な公共サービスを維持・向上させていくために、公共施設の再編を進めています。 

 
【参考】PR ブースの内容 

説明を読んで、設問（１）～（３）にお答えください。 
 

高度経済成長期の急激な人
口増加や社会環境変化に対
応するため公共施設を整備 

多くの公共施設が 

老朽化 

Web回答は 

こちらから 
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（４）町田駅周辺の利用状況について（1 つ選択） 

あなたは町田駅周辺にどのくらいの頻度で行きますか。 

□１）週 3回以上  

□２）週 1回程度 

□３）月 1回程度 

□４）半年に 1回程度 

□５）ほぼ行かない  

（６）健康福祉会館・保健所中町庁舎の集約・建替え候補地について（1 つ選択） 

地図に示している５か所のうち、どの場所に新しい保健施設があれば良いと思いますか。

（上の地図を参考に選んでください。） 

□１）A…保健所中町庁舎、さるびあ図書館、子ども発達センターがある土地。土地が大きく、広い道路に面して

いるが、最も駅から離れている。                          （敷地面積 7,523㎡） 

□２）B…町田シバヒロ（旧市役所）。平坦で大通りに面しているが、小田急町田駅からの道が狭い。 

（敷地面積 8,696㎡） 

□３）C…小田急町田駅から最も近い。（新産業創造センター／敷地面積 2,105㎡）   

□４）D…健康福祉会館。現在の乳幼児健診など健康、保健サービスの拠点。広い道路に面している。 

（敷地面積 2,583㎡） 

□５）E…JR町田駅から近い。ホテルとマンションに囲まれている。土地は一番狭い。 

（町田商工会議所／敷地面積 1,334㎡）                 

□６）どこでもよい 

□７）分からない   

□８）その他（                         ） 

（７）健康福祉会館・保健所中町庁舎との複合サービス・機能について（最大 3 つまで選択） 

どのような民間サービスが保健施設と一緒にあると便利になったり、施設の魅力が上がると思いますか。 

 

 

 

 

 

  

  

□１）展示施設（ギャラリーなど） 

□２）スポーツ施設（ジム・練習場など） 

□３）児童関連施設（保育所・キッズスペースなど） 

□４）高齢者関連施設 

□５）医療施設（病院・クリニックなど） 

□６）事務所（企業オフィス・コワーキングスペースなど） 

□７）研究施設（企業や大学の研究所など） 

 

【保健所中町庁舎】保健衛生施設です。食品衛
生・環境衛生・動物愛護に関する各種事業や母
子保健・成人保健・難病保健・精神保健に関する
相談や結核検診等の事業を実施しています。 

施設紹介 

□８）宿泊施設（ホテルなど） 

□９）集合住宅（マンションなど） 

□10）日用品店（スーパー・コンビニなど） 

□11）飲食店 

□12）物販店（量販店・ショッピングセンターなど） 

□13）アミューズメント施設（カラオケ・ゲームセンターなど） 

□14）その他（                      ） 

健康福祉会館・保健所中町庁舎の集約・建替え検討 

健康福祉会館と保健所中町庁舎は、同じ保健施設ですが、距離的に近く、両施設はともに老朽化が進んでいます。 
集約・建替えに向けた検討・調整を２０２６年度までに行います。 
町田駅周辺の土地や空間の、高い利用価値を踏まえて、民間事業者とのコラボレーションによる建替えを検討します。 

①保健施設を集約して新しく建替える場所 
②民間とコラボレーションして整備する方法 
③新しい保健施設に導入ができる民間機能 

2020年度に考える 3 つのこと 

説明を読んで、設問（４）～（７）にお答えください。 
 

【健康福祉会館】健康・保健サービスを推進する
施設です。母子保健・成人保健・難病保健・精神
保健に関する相談や乳幼児健診、離乳食講習会
等各種事業を実施しています。 

 
複合化方針

をつくります 

乳幼児健診など
に来るお母さんた
ちは、どこにあった
ら便利かな？ 

（５）健康福祉会館の利用状況について（1 つ選択） 

あなたは健康福祉会館を使っていますか。また、使う

頻度はどのくらいですか。 

□１）よく利用している（月 1回程度） 

□２）たまに利用している（半年に 1回程度）  

□３）あまり（まったく）利用していない 
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（８）教育センターの利用状況について（1 つ選択）

あなたは教育センターを使っていますか。また、使う頻度はどのくらいですか。

□１）よく利用している（月 1回程度）

□２）たまに利用している（半年に 1回程度）

□３）あまり（まったく）利用していない

（９）町田駅周辺から移転してもよい公共サービスについて（あてはまるもの全て）

町田駅周辺の施設で提供している公共サービスの一部を、教育センターに複合化し、施設の総量をコンパクトにして

いくことを考えています。そこで、必ずしも、交通の利便性の良い町田駅周辺でなくてもよい公共サービスは、どのような

サービスですか。

□１）マイナンバーカードなどを用いてインターネットから利用ができ、施設に直接行く必要がないサービス

□２）年齢制限やサービスを受給する条件があるなど、利用者が限られているサービス

□３）誰でも利用できるが、日常生活であまり利用しないサービス

□４）自動車で訪れる人が多く、駅前の狭い土地ではなく駐車場がとれる広い土地にあったほうがよいサービス

□５）利用者が増えている、事務所が分散しているなどの理由から、新たに広い土地が必要となっているサービス

□６）バリアフリー対応など、今の施設にはない新たな設備が必要なサービス

□７）その他（ ） 

（１０） 民間と連携して教育センターを建替えることについて（1 つ選択）

民間と連携して教育センターを建替えることを検討しています。そこで、13,808㎡ある広大な土地の一部を民間に

貸し出し、賃借料を建替え資金に充当することについて、あなたはどう考えますか。

□１）したほうがいいと思う

□２）どちらかといえばしたほうがいいと思う

□３）どちらかといえばしないほうがいいと思う

□４）しないほうがいい

□５）分からない

□６）その他（ ） 

（１１） ご意見自由記入

公共施設の複合化についてご意見があれば記入してください。

就学・教育相談や教職員を対象とした
研修などを行っています。また、不登校
になっている児童・生徒の学校復帰を
支援する適応指導教室もあります。震
災時の避難施設に指定されています。 

教育センターの複合化・建替え検討 

教育センターは、旧忠生第四小学校の校舎を活用しています。1 号館は築 48年、2号館は築 53年が経過し、
施設の老朽化が進んでいます。建替えに向けた検討・調整を 2026年度までに行います。広い土地の有効活用や
他の公共サービスとの複合化を検討します。 

①複合化する機能

親和性のある公共サービスや町田駅周辺ではなく

とも提供できる公共サービスなど。

②民間とコラボレーションして整備する方法

広い土地を活かして、市の財政負担の軽減を目

指す。

2020年度に考える 2 つのこと 

つづく→ 

施設紹介 

説明を読んで、設問（８）～（１０）にお答えください。 

所在地：町田市木曽東 3-1-3 
アクセス：JR横浜線「古淵駅」から徒歩約 10分
町田バスセンターからバス約 8 分「境川団地中央」下車
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（１２） 回答していただくあなた自身について

 性別  □１）男性 □２）女性

 年齢  □１）19歳以下  □２）20代  □３）30代 □４）40代

□５）50代 □６）60代  □７）70歳以上

 お住まいの地域

□１）堺地域

□２）忠生地域

□３）鶴川地域

□４）町田地域

□５）南地域

□６）市外（市町村名： ） 

公共施設見直し（再編）キャラクターの名前を募集！ 
地域のセンターまつりや「まちカフェ！」などでいただいたご意見やアイデアを凝縮した「みんなのアイデアブック―町田市の公

共施設再編について―」を発行しました。この中で登場した 3匹のキャラクターの名前を募集しています。 

ロボットのなまえ まっちぼうのなまえ 

～ご協力ありがとうございました～ 

まちだの“まち”➜まっち 
➜まっちぼう！ 
ダジャレだね。 

ロボットをよーくみると、
漢字の町田（まちだ）

になっているよ。 

ねこの頭を見てごらん。 
英語の Machida（まちだ）の 

Ｍが見えてくるよ。 

キャラクター誕生のひみつ★ ★ 

ねこのなまえ 

町田市のキャラクターのぬり絵をインターネットに公開しているよ。僕たちのぬり絵もあるから、 
ダウンロードして挑戦してみてね。まちだのキャラクタたちーを自分色に染めちゃおう！で検索 

 
 
6



町田市立博物館

行 事 案 内

な つ
子どもも大人もいっしょに楽しめる

イベント盛りだくさん！

や
き
も
の

た
い
け
ん

親子やきもの体験

ごちそう大皿を

作って使おう
スープ皿を作ろう

子どもセンターでガラス体験ガ

ラ

ス

た
い
け
ん

8月23日(日)
＠忠生市民センター

8月2日(日)
＠子どもセンターただON

8月1日(土)
＠子どもセンターばあん

8月9日(日)
＠子どもセンターつるっこ

本格！紙すき体験
8月8日(土)、8月23日(日)
＠三輪の森ビジターセンター

8月8日(土)
9月22日(火・祝)
全2回
＠鶴川市民センター・
忠生市民センター

8月10日(月・祝)
＠子どもセンターまあち

8月22日(土)
＠子どもセンターぱお

各講座のお申し込みは、イベントダイヤル（☎042-724-5656）、
町田市イベント申込システム「イベシス」よりお申し込みください。

イベシス
QRコード
はこちら

8月15日(土)
＠木曽森野コミュニティセンター

粘土から作る

My茶碗My箸置
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町田市立博物館

Mach i da C i t y Museum

町田市本町田3562番地

Tel. 042-726-1531

http://www.city.machida.tokyo.jp/

事務室営業時間 平日午前9時～午後4時30分

博物館ツイッター
QRコード

やきもの

たいけん

(1)親子でやきもの体験—ごちそう大皿を作って使おう
親子で力をあわせて大皿を1枚作り、作った大皿を使って調理する連続講座です（全2回）。
【日時】①午前の回：陶芸講座8月8日（土）・調理講座9月22日（火・祝） 午前10時～12時

②午後の回：陶芸講座8月8日（土）・調理講座9月22日（火・祝） 午後2時～4時
※いずれも内容は同じです。

【会場】陶芸講座：鶴川市民センター／調理講座：忠生市民センター
【対象】町田市内在住・在学の小中学生とその保護者で、全2回講座を受講できる方。
【定員】各回6組（12名） （申込先着順）
【材料費】陶芸講座2人1組1,500円／調理講座2人1組500円（当日支払）
【持ち物】マスク・エプロン・手ふきタオル
【講師】陶芸講座：安諸一朗氏（陶芸アトリエ主宰）／調理講座：伊藤有紀氏（東京家政学院大学助教）

(3)スープ皿を作ろう
粘土ひもを使って、口径16センチのスープ皿を1人1枚作ります。
【日時】8月23日（日） ①午前の回：10時～12時／②午後の回：2時～4時 ※いずれも内容は同じです。

【会場】忠生市民センター
【対象】5歳以上の町田市内在住・在学・在勤の方

※小学4年生以下は保護者（1名に限る）と参加のこと。参加しない保護者の見学はできません。
【定員】各回10名（申込先着順）
【材料費】1人1,000円（当日支払）
【持ち物】マスク・エプロン・手ふきタオル
【講師】檀上尚亮氏（kamakura山陶芸工房主宰）

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

子どもセンターでガラス体験
ガラスのコップに、ペン型の工具で好きな文様を彫ります。
【日時・会場】①8月1日（土） ばあん／②8月2日（日） ただON／③8月9日（日） つるっこ／

④8月10日（月・祝） まあち／⑤8月22日（土） ぱお
（1）午後1時～2時／（2）午後3時～4時 ※いずれも内容は同じです。

【対象】小学3年生～18歳以下の方
※保護者の見学はできません。

【定員】各回12名、ただし④まあちでの定員は各回10名（申込先着順）
【材料費】1人500円（当日支払）
【持ち物】マスク・水分補給用の飲み物。彫りたい文様のサンプルがあればお持ちください。
【講師】後閑博明氏（ガラス作家）

受付開始
7/17（金）

正午

本格的な和紙づくり～夏休みスペシャル講座～
和紙の材料であるコウゾという植物から、和紙のハガキを作ります。
【日時】8月8日（土）／8月23日（日）

①午前の回：10時～12時／②午後の回：1時30分～3時30分 ※いずれも内容は同じです。

【会場】三輪の森ビジターセンター
【対象】2歳以上の方 ※未就学児は保護者同伴（1名に限る）のこと。
【定員】各回10名（申込先着順）
【材料費】1人500円 （当日支払）
【持ち物】マスク・エプロン・手ふきタオル・ゴム手袋
【講師】北村春香氏（東京手すき和紙工房）

受付開始
7/21（火）

正午

ガ ラ ス
たいけん

紙 す き
た い け ん

受付開始

(1)親子やきもの体験
(3)スープ皿を作ろう

7/17（金）

正午

(2)My茶碗My箸置

7/22（水）

正午

(2)粘土から作るMy茶碗My箸置
自分だけのオリジナルお茶碗と箸置各1個を手びねりで作ります。
【日時】8月15日（土） ①午前の回：10時～12時／②午後の回：2時～4時 ※いずれも内容は同じです。

【会場】木曽森野コミュニティセンター
【対象】町田市内在住・在学の小中学生とその保護者

※小学4年生以下は保護者（1名に限る）と参加のこと。
参加しない保護者の見学はできません。

【定員】各回10名（申込先着順）
【材料費】1人1,200円（当日支払）
【持ち物】マスク・エプロン・手ふきタオル
【講師】くつわだりえ氏（アトリエ方丈庵主宰）

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、体験講座当日に発熱・咳などの症状がある場合は参加をご遠慮ください 
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町田市民の妊婦さんへ 

しっかりサポート面接のご案内
町田市では安心して出産を迎え、子育てが楽しくできるように「しっかりサポート面接」を行って

います。ご出産前に面接を終了された方には、『出産・子育て応援商品券（1 万円分）』をお渡しいた

します。ぜひ面接にお越しください。 

  対 象 者：町田市民の妊婦さん（町田市に住民票がある方） 

  内 容：妊婦さんご本人と保健師等がお話をします。妊娠中の気持ちや体調、産後の子育ての 

環境についてお伺いします。また、町田市の母子保健サービスについてお伝えします。 

ぜひこの機会をご活用ください。 

面接時間：30分程度 

  持 ち 物：母子手帳（お忘れの場合は、出産・子育て応援商品券を当日お渡しできません。） 

面接会場 

☆保健予防課窓口（町田市庁舎７階、健康福祉会館、保健所中町庁舎、鶴川保健センター）

月～金曜日 受付時間：8：30～16：30 予約不要 

☆南市民センター、なるせ駅前市民センター、小山市民センター、忠生保健センター、

堺市民センター

月 1～2 回（日程は裏面をご確認ください） 

受付時間：9：45～11：30、13：00～15：30 予約不要 

☆健康福祉会館

月１回土曜日 午後（日程・時間は裏面をご確認ください）要予約 

＊状況によりお待たせする場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。 

★お問い合わせ★

町田市保健所保健予防課 

電話 042-725-5422 

 
 
9

05831
テキストボックス
事例３（保健予防課）見直し前



土曜日面接のご案内 要予約

市民センター会場のご案内  予約不要

★ 駐車場は台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。

★ 天災等の不測の事態により、延期または中止する場合は午前 8時 30 分頃「まちだ子育てサイト」に掲

載いたしますのでご確認ください。 まちだ子育てサイトはこちらから⇒

2020 

4/25 5/16 6/20 7/18 8/29 9/19 10/17 11/21 12/19 

2021 

1/23 2/20 3/20 

時 間：①13:00～ ②13:35～ ③14:10～ ④14:45～ ⑤15:20～ 

定 員：各回３名まで 

場 所：健康福祉会館１階 町田市原町田 5-8-21  

持 ち 物：母子手帳 

予約方法：日程と上記の時間①～⑤を選んでいただき、保健予防課（０４２-７２５-５４２２）へ予約をしてください。 

実施月 

会場 

2020 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

2021 

１月 ２月 ３月 

忠生保健センター 

（忠生市民センター

３階） 

13(月) 21(木) 9(火) 17(金) 17(月) 9(水) 16(金) １2(木) 21(月) 20(水) 16(火) １2(金) 

南市民センター 

（第１会議室） 

9(木) 

2２(水) 

1(金) 

19(火) 

2(火) 

17(水) 

13(月) 

29(水) 

3(月) 

20(木) 

1(火) 

18(金) 

2(金) 

12(月) 

4(水) 

19(木) 

4(金) 

15(火) 

5(火) 

21(木) 

５(金) 

22(月) 

４(木) 

17(水) 

なるせ駅前 

市民センター 

（第２会議室 A.B） 

15(水) 

27(月) 

12(火) 

28(木) 

8(月) 

26(金) 

7(火) 

22(水) 

7(金) 

26(水) 

10(木) 

28(月) 

6(火) 

23(金) 

10(火) 

25(水) 

7(月) 

24(木) 

13(水) 

28(木) 

9(火) 

19(金) 

8(月) 

25(木) 

堺市民センター 

（第１会議室） 
23(木) 29(金) 22(月) 28(火) 19(水) 24(木) 21(水) 24(火) 10(木) 15(金) 8(月) 10(水) 

小山市民センター

（第２会議室）

7(火) 

30(木) 

11(月) 

27(水) 

4(木) 

15(月) 

10(金) 

21(火) 

5(水) 

25(火) 

4(金) 

16(水) 

8(木) 

27(火) 

6(金) 

16(月) 

3(木) 

16(水) 

7(木) 

26(火) 

1(月) 

17(水) 

1(月) 

19(金) 

受付時間： 9：45～11：30、13：00～15：30（各会場共通） 

持 ち 物： 母子手帳 
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「出産後、自宅に帰っても家族の手伝いがなくて不安」「体調が優れない」「授乳がうまくいかない」など、

出産後のサポートを必要とするお母さんが、医療機関や助産院で助産師のケアや授乳のアドバイスを受けられ

ます。また、助産師による訪問型産後ケアも始まり、ご自宅でも相談やアドバイスが受けられます。 

 

 

利用できる方 

以下のすべてにあてはまるお母さんと生後３か月未満の赤ちゃん。 

１．町田市民 

２．ご家族などからの十分な援助が受けられない方 

３．体調不良、授乳や育児に不安がある方 

（医療行為の必要な方は利用できません。） 

 

産後ケア内容 

お母さんのケア（母体の健康状態のチェック・乳房ケアなど） 

赤ちゃんのケア（赤ちゃんの健康状態のチェック、体重・栄養などのチェックなど） 

育児相談・授乳指導・沐浴指導・休息（睡眠）・食事の提供など 

      ※訪問型では休息（睡眠）・赤ちゃんや上の子の保育・食事の提供・母乳量の測定はできません。 

 

 

利用のながれ 

① 利用申請 

妊娠８か月（２８週）以降に利用申請ができます。ご希望の方は、市庁舎７階保健予防課の窓口へ、 

妊婦さん本人が母子手帳をご持参の上、お申し込みください。申請時、職員が状況をお伺いします。 

（住民税非課税世帯の方は非課税証明書・生活保護受給世帯は保護受給証明書をお持ちください。） 

来所が難しい方や産後に申請される方は保健予防課へお問い合わせください。 

 

② 承認書が届く 

後日、承認/不承認の通知をお送りいたします。承認となりましたら、宿泊型・日帰り型を利用希望の方は

施設に連絡し、出産予定日とどのような時に利用したいかお伝えください。訪問型は出産前の連絡は不要で

す。承認書には訪問型の助産師リストも同封しています。 

 

③ 利用申し込み 

利用希望日が決まりましたら、施設・助産師に連絡して、予約と日時の調整をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

産後ケアのご案内  

 

 

  

 

★お問い合わせ★ 

町田市保健所保健予防課 

電話 042-725-5422 
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 ＊上のお子さんは一緒に利用できません。 

利用料金 

サービス内容 利用時間など 利用料金 

宿泊型ショートステイ 
10時～翌 12時 

（昼・夕・朝３食付） 
1 泊 2日 6000円 

日帰り型デイケア 
10時～17時 

（昼食付） 
1日 3000円 

＊多胎児の場合は追加料金がかかります。 

＊住民税非課税世帯・生活保護世帯は利用料金が免除されます。 

＊利用料金は利用施設へ直接お支払いください。 

実施施設 

・としの助産院     電話０９０-２７２９-５２５４          町田市東玉川学園 2-28-50 

・新百合ヶ丘総合病院  電話 0４４-３２２-９９９１         川崎市麻生区古沢都古２５５ 

・町田市民病院     電話０４２-７２２-２２３０（地域医療連携室）  町田市旭町 2-15-41 

・marimo助産院    電話０４２-７６６-４３８１         相模原市南区文京２-７-２ 

＊marimo 助産院は宿泊型ショートステイのみの実施。 

2020 年 4月から開始 

・相模野病院      電話０４２-７５２-２０２５         相模原市中央区淵野辺１-２-30 

・みなみ野グリーンゲイブルズクリニック  

電話０４２-６６３-１１０１         八王子市大船町 1001 

 

 

 

 

利用料金 

サービス内容 利用時間など 利用料金 利用回数 

訪問型アウトリーチ 

90分間 

９：00～17：00 の間

で訪問担当者と調整 

1回 2000円 合計３回まで 

＊住民税非課税世帯・生活保護世帯は利用料金が免除されます。 

＊利用料金は訪問担当者へ直接お支払いください。 

＊延長となる場合は、別途料金が発生しますので助産師にご確認ください。 

訪問者 

  町田市助産師会と町田市の産後ケア事業実施施設から助産師が伺います。 

  訪問する助産師リストは、承認書と一緒に送付します。 

 

 

宿泊型・日帰り型 

訪問型 

宿泊型・日帰り型・訪問型 

合計 7 日間まで組み合わせて利用できます。 

※7日間のうち、訪問型は 3回までです。 
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English 中文 한국어 tagalog Tiếng Việt ภาษาไทย Bahasa Indonesia 音声読み上げ サイトマップ

暮らし暮らし 子育て・教育子育て・教育 医療・福祉医療・福祉 文化・スポーツ文化・スポーツ 産業・観光産業・観光 市政情報市政情報 事業者の方へ事業者の方へ

よくある質問 市役所業務案内

トップページ 産業・観光 観る・遊ぶ 町田のみどころ 町田市の最高峰　草戸山

草戸山（くさとやま）からの風景（高尾
山を望む）

松見平休憩所

大地沢青少年センターのテントサイト

印刷 更新日：更新日：2019年年8月月19日日

草戸山（くさとやま）の位置が記載された町田市全図

草戸山（くさとやま）は町田市の最西端に位置し、八王子市、相模原市の境界線上にあります。高尾山方面、城山湖
方面、町田市大戸方面のどちらからでも登ることができ、様々なハイキングコースに組み込まれています。

山頂は標高364メートル、町田市の最高峰に位置しています。こちらには、松見平休憩所が設営されており、城山湖
や高尾山稜を望むことが出来ます。
また、山中の杉や檜で囲まれた林からは、境川の源流が流れ出しています。気温は市中心部に比べると4、5度は低
く、夏でもウグイスが鳴き、源流のせせらぎとあいまって耳も楽しませてくれます。

さらに、麓には野外活動のできる青少年施設・大地沢青少年センターがあり、恵まれた自然の中でキャンプやハイキ
ング、軽スポーツ、音楽練習、自然観察などが楽しめます。

所在地：相原町5307－2
アクセス：JR相原駅「相原」バス停から「大戸行き」・「青少年センター入口行き」バスで「青少年センター入口」下車、徒歩15分
注記：平日は町田市民バス「まちっこ」（相原ルート）がご利用できます。

アクセス：大地沢青少年センターより徒歩約30分

交通・宿泊

町田市民バス「まちっこ」（相原ルート）
「町田市全図」「バス路線図」「バス情報（運賃・時刻表等）・駅情報」を掲載しています。

大地沢青少年センター周辺地図（PDF・138KB）

町田市の最高峰　草戸山町田市の最高峰　草戸山

大地沢青少年センター大地沢青少年センター

松見平休憩所（草戸山）松見平休憩所（草戸山）

関連情報関連情報
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テキストボックス
事例４（観光まちづくり課）見直し前



〒194-8520　東京都町田市森野2-2-22

代表電話：0 4 2 - 7 2 2 - 3 1 1 1（代表)

代表電話受付時間：午前7時から午後7時

窓口受付時間：午前8時30分から午後5時

Copyright Machida City. All rights reserved.

市役所・市施設のご案内市役所・市施設のご案内

市へのご意見市へのご意見

このサイトについて 個人情報の取扱いについて

電話：042-724-2128 ファックス：050-3033-9518
WEBでのお問い合わせでのお問い合わせ

このページの担当課へのお問い合わせこのページの担当課へのお問い合わせ  経済観光部経済観光部 観光まちづくり課観光まちづくり課
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車両火災の原因となります
スプレー缶・カセットガスボンベは週1回のビン・カンの日にブルーのかごに出して

ください

乾電池・コイン型電池（CR・BRのみ）は毎月2回目のビン・カンの日に茶色のかごに

出してださい

リチウムイオン電池（電動自転車バッテリー等）は販売店に処理を依頼してください

ライター・蛍光管は毎月4回目のビン・カンの日に白色のかごに出してください

卓上コンロを捨てる場合は、カセットガスボンベを本体から抜き取ってください

1回に排出できる大きさ・量が決まっています
土は燃やせないごみの日に１回５ℓの指定収集袋（緑色）で１袋まで排出できます

（コンクリートブロックやレンガなどは５ℓの袋に収まる大きさにして下さい）

傘、ほうきなどの長尺物は40ℓの指定収集袋で出してください。

（長さ140ｃｍ以下 、直径15ｃｍ以下、単体での重さ10㎏以下）

町田市からのお知らせ

本日出された「燃やせないごみ」についてご案内します

ごみの出し方について、詳しくは 町田市環境資源部３Ｒ推進課

ＴＥＬ ０４２－７９７－７１１１にお電話ください

単体で指定収集袋へ入れて排出します
鉄アレイやタイヤチェーンなどは他の燃やせないごみと分けて単体で出してください

（単体で10kgを超えるものは粗大ごみで出してください）

灯油、ペンキ等、液体物が入ったまま出さないでください

（中身は使い切ってください）

液体物は出せません
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テキストボックス
事例５（３Ｒ推進課）見直し前



「ごみ分別アプリ」の

ＱＲコードです!

分類や出し方など 詳しく

調べることができるよ

町田市からのお願い

燃やせないごみの収集において、車両火災が頻繁に

発生しています

以下の物は「燃やせないごみ」で出さないでください

スプレー缶 カセットガスボンベ

使い捨てライター

リチウムイオンバッテリー

（電動自転車バッテリー・電動工具充電バッテリー・

モバイルバッテリー等）

ビン・カンの収集日にブルー

のかごへ出してください

毎月４回目のビン・カンの収集日

に白色のかごへ出してください

市では回収しません

販売店へ相談してください

スプレー缶がつぶれてガスが

充満すると、すぐに発火してし

まうんだ
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住宅のバリアフリー化 

改修工事費用の 

一部を助成します！

問 い 合 わ せ 先 

町田市都市づくり部 住宅課 

  町田市森野 2 丁目 2 番 22 号 

  電  話 ０４２－７２４－４２６９ 

ＦＡＸ  ０５０－３１６１－６１０９ 

必 要 書 類 
 

＜第 1 号様式＞町田市補助金等交付申請書 

◇住宅の建築確認通知書や検査済み証の写し

◇建物の現況が確認できる図書

※配置図、平面図、立面図、等

◇改修工事費の見積書の写し

※数量、単価が分かるもの

◇改修の内容が分かる図書

※図面、パンフレット、等

◇現況（改修着工前）の写真

※段差の解消や浴槽の高さ調整などは寸法が分かる写真

◇債権者登録依頼書（補助金振込口座の登録依頼書）

◇その他市長が必要と認めるもの

※建物を共有している場合は、共有者からの承諾書

＜第５号様式＞町田市補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書 

◇変更後の改修工事費の見積書の写し

◇変更内容が確認できる変更図面等（変更部分は赤にて表示）

◇その他市長が必要と認めるもの

＜第８号様式＞町田市補助事業等実績報告書 

◇改修工事費の領収書及び明細書の写し

◇改修工事中、工事完了後の写真

◇工事業者との契約書写し

◇その他市長が必要と認めるもの

＜第１０号様式＞町田市補助金等交付請求書 
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事例６（住宅課）見直し前



住宅のバリアフリー化改修工事費用の一部を助成します 

「町田市住宅バリアフリー化改修助成金交付要綱（旧：町田市住宅改修助 

成金）」に基づき、「個人住宅の改修工事」に要する経費の一部を助成します。 

※すでに契約したもの、改修工事に着手したもの、完了したものには、助成できません。

 

 

★『町田市補助金等交付申請書』と必要書類を住宅課窓口へ提出してくだ

さい。

★制度の説明と以降の手続に必要な書類をお渡しします。

★提出いただいた書類をもとに市が内容を審査します。審査の中で、対象

住宅の現地調査(外観)を行います。

★審査が終わりましたら、市から直接みなさまへご連絡します。

★助成対象であることが確認できましたら『町田市補助金等交付決定通知
書』を送付します。

★助成金交付決定通知書を受領後に、契約を結び、住宅改修工事をしてく

ださい。工事内容に変更が生じた場合は、工事前に第５号様式を提出し、

変更の承認を受けてください。

★ 改修前、改修過程、改修後の写真を必ず撮ってください。

★住宅改修工事が終了しましたら『町田市補助事業等実績報告書』と必要
書類を住宅課窓口へ提出してください。

★実績報告書を市で審査した後、『町田市補助金等交付額確定通知書』を
送付します。

★確定通知書を受領しましたら、『町田市補助金等交付請求書』を提出し
てください。みなさまが指定した口座へ助成金を振り込みます。

①市内に住所を有し、『対象となる住宅』の所有者

②納期の経過した市税を完納している方

助成対象者（① ②ともに満たしていること）

市内の個人住宅又は集合住宅のうち、自己の居住のための専用部分 

※明らかな違反建築の場合は、助成できません。

※介護保険課および障がい福祉課で行っている住宅改修助成制度の助成対象でな

いことが条件になります。（ホームエレベーター等の据付工事は除きます。）

※助成金の交付は、対象となる住宅１棟につき１回限りです。（旧：町田市住宅改

修助成金を利用して、バリアフリー化以外の改修を行っている場合も１回限り

です。）

対象となる住宅

申 請（第１号様式）

申 請 内 容 の 審 査

住宅改修工事の実施

決定通知書の送付（第２号様式） 

実績報告書の提出（第８号様式）

確定通知書の送付（第９号様式）

助成金の請求（第１０号様式）

～手続きの流れ～

 

市内事業者が施工する下記の工事 

（ア）居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各部屋間の段差や、玄関まで

のアプローチ部分の段差を解消する工事

（イ）居室、浴室、階段、廊下、トイレ、玄関、玄関までのアプローチ部分

に手すりを設置する工事

（ウ）和式便器から洋式便器に交換する工事

（エ）ホームエレベーターや階段昇降機等を据え付ける工事

（オ）浴室の改修工事

・深型の浴槽から浅型の浴槽に交換する工事

・浴槽の高さを調節する工事

・浴室の床のかさ上げをする工事

（カ）浴室、便所、台所などの水を使用する部屋全面を、防滑仕上げの床材

に張り替える工事

※市内事業者とは、市内に事業所を有し、当該事業所の業務として、改修工事を

施工する業者とします。

※原則として、２０２０年１２月末までに完了する工事を対象とします。

助成対象工事

◆ 【助成対象工事】に要した経費に、助成率５分の４を乗じた額（千円

未満は､切捨て）

◆ 上限金額 １０万円

※市の予算の範囲を超えた時点で、受付を締め切ります。

助成金の交付額
 

概
ね
１
ヶ
月
程
度
要
し
ま
す
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Ｑ．雨水浸透設備ってなに？ 

近年、都市化が進み、田畑や山林だった土地が宅地化され、雨水が地中に浸透する量が減ってき

ています。そのため、大雨の際には、大量の雨水がそのまま川や下水道に流れ込むことにより、洪

水等の危険性が高くなってしまいます。各家庭で雨水浸透設備を設置することにより大雨

の被害を軽減することができます。 

屋根に降った雨水を一時的に貯め、ますや管に開いた穴から少しずつ地面に浸透させていく設備

です。地面に浸透させる量を増やすことで、川や下水道に流れ込む雨水の量を抑えることができま

す。また、同時に地下水の涵養（かんよう）や湧き水の復元にも効果があります。 

雨水浸透ます   雨水浸透管 

Ｑ．どうすればいいの？ 

雨水浸透ますや雨水浸透管を設置する

方に費用の一部を補助する制度があり

ます。 

新築、既存どちらも可。 

ぜひご利用ください！ 

浸透 
表面流出 

地下に浸透して

ゆっくりと川に

流れます。 

直接川に流れ

込みます。 

以前 現在 
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補助条件 雨水浸透設備設置事業補助金 

浸透ます 浸透管 

対象区域 町田市全域 ※がけ地等、危険箇所を除く 

対象者 
町田市内に住宅を所有、または新築、 

改築しようとする個人 

補助条件 ・敷地面積が 500 ㎡未満であること

・町田市雨水浸透設備設置基準に

適合していること

・町田市宅地開発事業に関する条例、

町田市中高層建築物に関する指導要綱の規定に

より設置するものを除く

補助金額 

54,000 円/基 20,000 円/ｍ 

※１件当たりの上限金額は 20 万円です。

（例）浸透ます 2 基と浸透管 5ｍを設置した場合

54,000 円×2 基+20,000 円×4.5ｍ＝198,000 円

実際の工事費と比べて低い金額を補助額とする

工事施工 
町田市が指定する排水設備工事指定工事店によ

る施工に限る 

※事前相談が必ず必要です。

着工後の補助金申請は受け付けることが

できませんのでご注意ください。

【問い合わせ先】 

  町田市下水道部下水道管理課 

〒194-8520 

町田市森野 2-2-22 8階 

☎042-724-4330

詳細は QRコードから 

ホームページで確認してケロ！
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○ 選挙（投票日７月５日）の当日は、投票所入場券に記載されている投票所以外では投票することはできません。

令和２年．７．５　　東京都知事選挙　

期日前投票について
 選挙（投票日７月５日）の当日、仕事や旅行などで投票できない方のために期日前投票所を設置します。各期日前投票所の地図等
については裏面をご覧ください。

○ 期日前投票の際は、投票所入場券裏面の宣誓書（兼請求書）に必要事項を記入してお持ちください。

＜玉川学園コミュニティセンターについて＞
工事期間中のため期日前投票所を閉鎖しております。ご注意ください。

新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ 住所を移した方

住所の移転 投票場所

町田市から

都内へ転出

令和2年3月17日以前に新住所地へ転入の届出をし
た方

新住所地

※１

令和2年3月18日以降に新住所地へ転入の届出をし
た、または届出予定の方

町田市

※２

※1 新住所地で投票できるのは、新住所地の選挙人名簿に登録されている方のみです。

登録の有無は、新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

※2 投票できるのは、都内転出をした方で、町田市の選挙人名簿に登録されている方です。

該当する場合は、「引き続き都内に住所を有する証明書〔住民票の写し（選挙用）等〕」があるとスムーズに投票することがで

きます。選挙用の住民票（無料）は、新住所地等の区市町村の窓口で交付を受けることができます。また、証明書等がなくて

も「引き続き都内に住所を有する確認」を受けると投票できますが、確認に時間を要することがあります。 

町田市から

都外へ転出
投票できません

町田市内で

転居

令和2年5月29日以前に届出をした方
現住所地の

投票所

令和2年5月30日以降に届出をした方
前住所地の

投票所

投票所にお越しになる皆様へのお願い
投票所では、できる限りマスクの着用にご協力をお願いいたします。

また、咳エチケットの徹底と帰宅後の手洗い・うがい等をお願いいたします。投票日

当日（７月５日）の混雑を回避するため、期日前投票をご利用ください。

※投票日前日の土曜日は、期日前投票所も混雑いたしますのでご注意ください。

※選挙管理委員会が実施する新型コロナウイルスの対策については、町田市

ホームページの東京都知事選挙のお知らせページをご覧ください。

期日前投票所 期間

町田市庁舎（森野２－２－２２）
　6月19日（金）～7月4日（土）午
前８時３０分～午後８時

○南市民センター（金森４－５－６）

○なるせ駅前市民センター（南成瀬１－２－５）※

○鶴川市民センター(大蔵町１９８１－４)

○忠生市民センター（忠生３－１４－２）

○小山市民センター（小山町２５０７－１）

○堺市民センター（相原町７９５－１）

○木曽山崎コミュニティセンター（山崎町２１６０－４）

○南町田駅前連絡所（南町田リエゾン）（鶴間３－１０－２）※

○和光大学ポプリホール鶴川（能ヶ谷１－２－１）※

※施設には、駐車場がありません。

　6月30日（火）～7月3日（金）午
前８時３０分～午後８時

　7月4日（土）
午前８時３０分～午後５時

投票所の記載台には鉛筆を備えていますが、持参したご自身
の筆記用具で記入することもできます。
ボールペンは、投票用紙にインクがにじむ可能性があるの
で、鉛筆をお勧めします。

新聞販売店 連絡先 新聞販売店 連絡先

YC鶴川 735-2038 ASA鶴川南部 735-5163

YC玉川学園 728-6675 ASA桜美林学園 791-0520

YC町田北部 793-2184 ASA玉川学園 725-8567

YC町田東部 722-7746 YC町田成瀬 721-5041

YC町田木曽 722-3877

候補者の政見等を掲載した選挙公報を新聞販売店を通して全ての世帯
に配布します。
７月３日（金）までに配布します。６月２９日（月）になっても未着の場合
は、下表のいずれかの販売店にご連絡ください。

選挙公報が届かない方へ（市内居住者のみ）
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S0002
テキストボックス
事例８（選挙管理委員会事務局）見直し前



※ ※

忠生市民センターの地図を掲
載してください

南町田駅前連絡所の地図を掲載し
てください

※投票所に駐車場はありません。 ※投票所に駐車場はありません。 

各期日前投票所のご案内

町田市庁舎 南町田駅前連絡所

南市民センター 鶴川市民センター

町田市役所市庁舎の地図を掲載して
ください

忠生市民センター忠生

3-14-2 （南町田リエゾン）

鶴間3-10-2（ｾﾐﾅｰﾌﾟﾗｽ南町田内）投票所に

駐車場はありません。

小山町2507-1 相原町795-1

森野2-2-22

（みんなの広場）

車利用の場合は市庁舎立体駐車場をご利用ください。投票終了後、
駐車券無料処理のご案内をいたします。

南市民センターの地図を掲
載してください

なるせ駅前市民セン

ターの地図を掲載し

てください

鶴川市民センターの地図を掲載して
ください

ポプリの地図を掲載してください

小山市民センター 堺市民センター

金森4-5-6

なるせ駅前市民センター
南成瀬1-2-5

大蔵町1981-4

和光大学ポプリホール鶴川能ヶ谷

1-2-1

リサイクルマーク

小山市民センターの地図を掲
載してください

堺市民センターの地図を掲載
してください

木曽山崎コミュニティセ

ンターの地図を掲載してくだ
さい

木曽山崎

コミュニティセンター山崎町

2160-4
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※市外転出された方には、個人単位でお送りしています。 紙マーク

２ ０ ２ ０ 年東京都知事選挙のお知ら せ

投票所

入場券
(必ず開封)

グラシン

世 帯 全 員 分 ＜問い合わせ先＞
町田市役所代表電話　 電話 042-722-3111

町田市選挙管理委員会
〒194-8520　町田市森野2-2-22
電話 042-724-2168

投票所入場券が入っています。
事前に必ず開封してください。

料金後納
郵便

郵便区内特別
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町田市ご当地めいすいくん

まち☆リスめいすい

～期日前投票を利用される方へ～
期間により、投票できる投票所や時間が異なります。ご注意ください。

細かい紙類（雑がみ）は「燃やせるごみ」にせず、「古紙・古着」の日に集積所にお出しください。

午前８時３０分～午後８時
午前８時３０分

　～午後５時

午前８時３０分～午後８時

　６月３０日(火)
～７月３日(金)

７月４日(土)期日前投票期間

町田市庁舎以外の
期日前投票所

町田市庁舎

　６月１９日(金)
～６月２９日(月)

(土日含む)
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町田市民病院は、2018年から東京都より、
地域医療支援病院の承認を受けました。
地域医療支援病院とは、地域医療の第一線

を担う診療所の後方支援を担う医療機関とし
て、都道府県知事から指定された病院です。

当院の役割

医療機関から紹介され
た患者さんの外来・入
院治療、および救急医
療を重点医療とし、重
症患者さんの受入れを
優先的に行います。
また、病状が落ち着

かれた患者さんには、
かかりつけ医をご紹介
させていただきます。

紹介状をお持ち
になれば、

選定療養費は
かかりません！

初診時の選定療養費
がかかります。

2019年10月 町田市民病院 院長 お問い合わせ先 医事課 
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05831
テキストボックス
事例９（医事課）見直し前



初診時の選定療養費に関するＱ&Ａ 

初診時の選定療養費   医科 ５，５００円（税込）  歯科 ３，３００円（税込） 

※診察券をお持ちでも初診となる場合があります（Ｑ２をご参照ください）。 

 

Ｑ１．初診時の選定療養費とはどういうものですか？ 

Ａ１．初診時の選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から他の保険医

療機関等からの紹介によらず当院に直接来院した患者について、初診に係る費用として、厚

生労働大臣の定める規則等に基づき、ご負担をいただいているものです。 

日常的な健康管理や健康相談を地域の医療機関に依頼し、地域での役割分担と業務連携を

強化することで、当院の医療資源を重症患者の治療や緊急性の高い患者の治療に注力するこ

とができ、また、診察や検査の待ち時間を短縮する効果も期待することができます。 

地域の医療機関との役割分担、業務連携にご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

Ｑ２．１年前に受診したことがあるのですが、初診になりますか？ 

Ａ２．初めて受診する場合の他、下記の場合も初診の扱いとなります。 

 （１）既に終診となっている患者で、新たに発生した他の疾病で診察を行った場合 

（２）患者が任意に診療を中止し、３月以上経過した場合 

 

Ｑ３．初診時の選定療養費には健康保険は使えますか？ 

Ａ３．初診時の選定療養費は保険適応外となるため、自費でのご負担となります。 

 

Ｑ４．選定療養費が高すぎるように思えるのですが．．．。 

Ａ４．改定後の金額は厚生労働省が定める下限額に消費税を乗じた金額としています。しか

し、紹介状をお持ちいただければご負担はありませんので、まずは地域の医療機関をご受診

いただき、必要な場合には紹介状を持参の上、ご受診いただくようお願いいたします。 

 

Ｑ５．選定療養費はどんな場合にも払わなければならないのですか？ 

Ａ５．紹介状を持参された場合の他、下記の場合については支払う必要はございません。 

（１）緊急の場合（当院が緊急の受診が必要と判断した場合） 

（２）国の公費負担医療制度の受給対象者である場合 

 （例）生活保護法、感染症法等の受給対象者 

（３）地方単独の公費負担医療制度の受給対象者である場合 

 ※特定の障がいや特定疾病等の医療証をお持ちの方に限ります。 

（乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等はこれに該当しません） 

（４）ＨＩＶ感染者である場合 

 （５）その他、当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合 

 

町田市民病院 医事課 

（２０１９年１０月） 
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見直し後事例 
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□ 市外（市町村名： ）

公共施設の建替えに関するアンケート

□ 堺地域 相原町、小山ヶ丘、小山町

□ 忠生地域 小山田桜台、上小山田町、木曽西、木曽東、木曽町、下小山田町、
図師町、忠生、常磐町、根岸、根岸町、矢部町、山崎、山崎町

□ 鶴川地域 大蔵町、小野路町、金井、金井町、真光寺、真光寺町、鶴川、能ヶ谷、
野津田町、広袴、広袴町、三輪町、三輪緑山、薬師台

□ 町田地域 旭町、玉川学園、中町、原町田、東玉川学園、本町田、南大谷、森野

□ 南地域 小川、金森、金森東、高ヶ坂、つくし野、成瀬、成瀬が丘、成瀬台、南つくし野、
南成瀬、鶴間、西成瀬、南町田

⑴ 回答していただくあなた自身について教えてください

□ 男性　□ 女性性別

□ 19歳以下　 □ 20代　 □ 30代　□ 40代　□ 50代　□ 60代　 □ 70歳以上年齢

お住まいの地域

該当する項目にチェックを入れてください

Web 回答は
こちらから

堺地域

忠生地域

町田地域

南地域

鶴川地域

高度経済成長期の急激な人口増加や社会
環境変化に対応するため公共施設を整備

1970年代

多くの公共施設が老朽化
現　在

　このアンケートは、今の子ども達が大人になった時の市
のサービスに影響する「公共施設・公共空間のより良いか
たち」を実現するためにご意見をきくことが目的です。

公共施設の現状についてはじめに

ぜひ、あなたの声を聞かせてください

　財政状況が厳しさを増す中でも、必要な公共サービスを維
持・向上させていくために、公共施設の再編を進めています。
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05831
テキストボックス
事例１（企画政策課）見直し後



「保健施設の集約・建替え」について 説明を読んで、設問⑵・⑶
にお答えください。

⑶ 保健施設と同じ建物に、どのような民間サービスがあると良いと思いますか
□ 展示施設（ギャラリーなど）　□ スポーツ施設（ジム・練習場など）
□ 児童関連施設（保育所・キッズスペースなど）　□ 高齢者関連施設　□ 医療施設（病院・クリニックなど）
□ 事務所（企業オフィス・コワーキングスペースなど）　□ 研究施設（企業や大学の研究所など）
□ 宿泊施設（ホテルなど）　□ 集合住宅（マンションなど）
□ 日用品店（スーパー・コンビニなど）　□ 飲食店　□ 物販店（量販店・ショッピングセンターなど）
□ アミューズメント施設（カラオケ・ゲームセンターなど）

□ その他（ ）

□ A �土地が大きく、広い道路に面しているが、最も駅から離れている。（保健
所中町庁舎、さるびあ図書館、子ども発達センターの敷地／7,523㎡）

□  B �平坦で大通りに面しているが、小田急町田駅からの道が狭い。（町田
シバヒロの敷地／ 8,696㎡）

□ C 小田急町田駅から最も近い。（新産業創造センターの敷地／2,105㎡）

□ D 現在の乳幼児健診など健康、保健サービスの拠点。広い道路に面して
いる。（健康福祉会館の敷地／ 2,583㎡）

□ �E �ＪＲ町田駅から近い。ホテルとマンションに囲まれている。土地は一
番狭い。（町田商工会議所の敷地／ 1,334㎡）

□ どこでもよい □ その他（ ）

この２つは同じ保健施設ですが、距離的に近く、両施設はともに
老朽化が進んでいます

❶保健施設を集約して新しく建替える場所　❷民間とコラボレーションして整備する方法
❸新しい保健施設に導入ができる民間機能

将来にわたってサービスを維持・向上させるため2020年度に考える３つのこと

現状

保健所中町庁舎

業務内容
食品衛生・環境衛生・
動物愛護・結核健診等
に関すること

健康福祉会館

業務内容
乳幼児健診、離乳食講
習会等に関すること

共通する業務 母子保健・成人保健・難病保健・精神保健に関する相談

2020年度

町田駅周辺の土地や空間の高い利用価値を活かした施設の集約や建替えに向けた検討・調
整を2026年度までに行います2026年度

該当する項目にチェックを入れてください

みんなの健康を支える施設（保健施設）を
どのようなかたちに変えていくと良いと思いますか？

⑵  地図に示している５か所（A～E）のうち、どの場所に保健施設があれば、
乳幼児健診などの利用者の方にとって便利になると思いますか １つ選択

最大３つまで選択

あなたの声を
聞かせてください

複合施設イメージ図
７階

６階
民間サービス

５階

４階
民間サービス

１階民間サービス

３階

２階
保 健 施 設
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「教育センターの建替え」について 説明を読んで、設問⑷・⑸
にお答えください。

建物は旧忠生第四小学校校舎（築50年）のため、老朽化が進んでいます。
小学校のグランドとして使用していた広い土地を活かしきれていません。現状

❶複合化する機能　❷民間とコラボレーションして整備する方法
将来にわたってサービスを維持・向上させるため2020年度に考える２つのこと2020年度

教育センターと一緒にあると便利なサービスや町田駅周辺になくても困らないサービスを
１カ所にまとめることや、広い土地を活かして市の財政負担を軽くする方法を検討します20??年度

教育センター（旧忠生第四小学校校舎）

　就学・教育相談や教職員を対象とした研修などを行ってい
ます。また、不登校になっている児童・生徒の学校復帰を支
援する適応指導教室もあります。震災時の避難施設に指定さ
れています。

所在地 町田市木曽東
3-1-3 アクセス ▶JR横浜線「古淵駅」から徒歩約10分

▶町田バスセンターからバス約 8分「境川団地中央」下車

該当する項目にチェックを入れてください

教育センターの土地をもっと有効に使うには、
どのようなかたちに変えていくとよいと思いますか？

□ マイナンバーカードなどを用いてインターネットから利用ができ、施設に直接行く必要がないサービス
□ 年齢制限やサービスを受給する条件があるなど、利用者が限られているサービス
□ 誰でも利用できるが、日常生活であまり利用しないサービス

□ 自動車で訪れる人が多く、駅前の狭い土地ではなく駐車場がとれる広い土地にあったほうがよいサービス

□ 利用者が増えている、事務所が分散しているなどの理由から、新たに広い土地が必要となっているサービス

□ バリアフリー対応など、今の施設にはない新たな設備が必要なサービス

□ その他（ ）

⑷ 町田駅周辺から教育センターと同じ場所に移しても困らない
公共サービスは、どのようなサービスだと思いますか

あてはまるもの
全てを選択

□ したほうがいいと思う　　□ どちらかといえばしたほうがいいと思う

□ どちらかといえばしないほうがいいと思う　　□  しないほうがいい　　□  分からない

□ その他（ ）

⑸  教育センターの広い土地（13,808㎡）の一部を民間に貸し出し、
その賃借料を資金として教育センターの建て替えをすることについ
て、どのように考えますか 

１つ選択

あなたの声を
聞かせてください
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その他ご意見等があれば記入してください（自由記入）

いただいたご意見は今後の検討材料として活用させていただきます

ご協力ありがとうございました

あなたの声を
聞かせてください

公共施設見直し（再編）キャラクター の名前を募集！
地域のセンターまつりや「まちカフェ！」などでいただいたご意見やアイデアを凝縮した

「みんなのアイデアブック―町田市の公共施設再編について―」を発行しました。

この中で登場した3匹のキャラクターの名前を募集しています。

ロボットのなまえ 

ロボットをよーくみると、
漢字の町田に
なっているよ！

誕生の

ひみつ

まっちぼうのなまえ 

まちだの“まち”→ 
まっち→まっちぼう！
ダジャレだね！

誕生の

ひみつ
ねこの頭を見てごらん。
英語のM

ま ち だ

achidaのMが
見えてくるよ！

誕生の

ひみつ

ねこのなまえ 

町田市のキャラクターのぬり絵をインターネットに公開しているよ。
僕たちのぬり絵もあるから、ダウンロードして挑戦してみてね

まちだのキャラクタたちーを自分色に染めちゃおう！ 検　索
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イベシス　まちだ 検 索

町
田
市 立

博 物 館 行 事 案
内町

田
市 立

博 物 館 行 事 案
内

子子どどももも大人大人も
いっしょに楽しめる

イベント盛りだくさん！

粘土から作る
My 茶碗 My 箸置

親子でやきもの体験 

ガラスコップに彫ってみよう

スープ皿を作ろう

本格的な和紙づくり

春夏
な つ

秋冬

体験

やきもの

ガラス

紙すき

電話でのお申し込み
町田市イベントダイヤル町田市イベントダイヤル
☎042-724-5656☎ 042-724-5656

Webでのお申し込み

お申し込みは
こちらから

小学
３年生
から２歳

から
親子で

（小学１年生から）（小学１年生から）

５歳
から

親子で
（小学１年生から）（小学１年生から）
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05831
テキストボックス
事例２（文化振興課）見直し後



ガラスコップに彫ってみよう 親子でやきもの体験 
～ごちそう大皿を作って使おう～

本格的な和紙づくり
～夏休みスペシャル講座～

スープ皿を作ろう

粘土から作るMy 茶碗 My 箸置

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、体験講座当日に発熱・咳などの症状がある場合は参加をご遠慮ください

　ガラスのコップに、ペン型の工具で好きな文様を
彫ります。

午後１時～２時、午後３時～４時

①８月１日㈯　②８月２日㈰　③８月９日㈰
④８月 10 日（月・祝）　⑤８月 22 日㈯日　時

①ばあん（金森 4-5-7）　
②ただ ON（忠生 1-11-1）
③つるっこ（大蔵町 1913）
④まあち（中町 1-31-22）
⑤ぱお（相原町 2025-2）

会　場

小学 3 年生～ 18 歳以下
※保護者の見学はできません対　象

各回 12 人（申込順）定　員 １人 500 円費　用

彫りたい文様のサンプル持ち物

　親子で力をあわせて大皿を 1 枚作り、作った大皿を
使って調理する連続講座です。

▶陶芸講座…８月８日㈮午前 10 時～正午
▶調理講座…９月22 日（火・祝）午後２時～４時
※全 2 回

日　時

鶴川市民センター（大蔵 1981-4）会　場

7 月 17 日㈮正午～ 8 月 6 日㈭午後７時申込み

各回 6 組（12 人）（申込順）定　員

市内在住・在学の小中学生とその保護者対　象

▶陶芸講座…２人１組 1500 円
▶調理講座…２人１組 500 円費　用

マスク・エプロン・手ふきタオル持ち物

7 月 17 日㈮正午～各回当日の 2 日前午後７時申込み

　自分だけのオリジナルお茶碗と箸置各 1 個を作ります。

８月 15 日㈯
午前 10 時～正午、午後２時～４時日　時

木曽森野コミュニティセンター（木曽東 1-2）会　場

７月 22 日㈬正午～８月 13 日㈭午後７時申込み

各回 10 人（申込順）定　員

市内在住・在学の小中学生とその保護者
※小学 4 年生以下は保護者同伴（１人まで )対　象

１人 1200 円費　用

マスク・エプロン・手ふきタオル持ち物

　和紙の材料であるコウゾという植物から、和紙の
ハガキを作ります。

８月８日㈯、８月 23 日㈰
午前10時～正午、午後１時30分～３時30分日　時

三輪の森ビジターセンター（三輪町 740）会　場

7 月 21 日㈫正午～各回当日の 2 日前午後７時申込み

各回 10 人 ( 申込順 )定　員

2 歳以上の方
※未就学児は保護者同伴（１人まで )対　象

１人 500 円費　用

マスク・エプロン・手ふきタオル・ゴム手袋持ち物

　粘土ひもを使って、口径 16 センチのスープ皿を 1 人 1 枚作ります。

８月 23 日㈰午前 10 時～正午、午後２時～４時　日　時 忠生市民センター（忠生 3-14-2）会　場

各回10人（申込順）定　員5歳以上の町田市内在住・在学・在勤の方　※小学4年生以下は保護者同伴（１人まで)対　象

１人 1000 円費　用 マスク・エプロン・手ふきタオル持ち物

7 月 17 日㈮正午～ 8 月 20 日㈭午後７時申込み

事務室営業時間：平日午前 9時～午後 4時 30分
☎ 042-726-1531
※町田市立博物館では申込受付をしておりません。
受付期間終了後はこちらにご連絡ください。

Machida City MuseumMachida City Museum
町 田 市 立 博 物 館町 田 市 立 博 物 館

お申し込みは
こちらから

イベシス　まちだ 検 索

電話でのお申し込み
町田市イベントダイヤル町田市イベントダイヤル
☎042-724-5656☎ 042-724-5656

Web でのお申し込み
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出産前に

しっかりサポート面接を
受けてみませんか？

ワンオペ育児になっても
頼る人がいることが
分かって安心できた

産前・産後の流れを
教えてもらえて
イメージがついた

人と話せて
気分転換になった

こんなこと聞いていいのかな？と思うようなことや、
出産・育児への不安など、保健師・看護師にお話できます。

概要

【対象者】町田市民の妊婦
【持ち物】 母子手帳※
【所要時間】 30分程度 状況によりお待たせする場合があります。時間に余裕をもってお越しください

※出産・子育て応援商品券（1万円分）をお渡ししています。受け取りのために必ずお持ちください
※妊娠中であれば、いつでも1人1回受けられます

開催スケジュール

※駐車場は台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください

問合せ 町田市保健所保健予防課（042-725-5422） ※裏面もご覧ください

詳しくはこちら

ぜひお気軽にお越しください。

2021 2022

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

市庁舎7階704窓口
健康福祉会館
保健所中町庁舎
鶴川市民（保健）センター

予約不要 月曜日～金曜日 8時30分～16時30分

各市民センター 予約不要 9時45分～11時30分／13時～15時30分

・南市民センター
（第１会議室）

8（木）
20（火）

7（金）
19（水）

2（水）
14（月）

1（木）
13（火）

2（月）
18（水）

3（金）
16（木）

4（月）
20（水）

2（火）
19（金）

2（木）
14（火）

5（水）
20（木）

4（金）
17（木）

１（火）
14（月）

・なるせ駅前市民センター
（第2会議室AB）

14（水）
26（月）

13（木）
25（火）

11（金）
24（木）

７（水）
26（月）

6（金）
24（火）

9（木）
27（月）

15（金）
26（火）

11（木）
29（月）

8（水）
24（金）

13（木）
24（月）

8（火）
28（月）

9（水）
24（木）

・忠生市民センター
（３階保健センター）

22（木） 31（月） 30（水） 30（金） 30（月） 30（木） 27（水） 26（金） 21（火） 27（木） 21（月） 22（火）

・小山市民センター
（第２会議室）

6（火）
23（金）

10（月）
27（木）

7（月）
23（水）

9（金）
20（火）

4（水）
26（木）

6（月）
28（火）

7（木）
29（金）

4（木）
24（水）

6（月）
22（水）

7（金）
18（火）

7（月）
25（金）

4（金）
16（水）

・堺市民センター
（第１会議室）

15（木） 21（金） 17（木） 12（月） 17（火） 15（水） 19（火） 8（月） 16（木） 14（金） 16（水） 10（木）

土曜日
（町田市健康福祉会館)
※要事前予約

24日 22日 19日 17日 21日 18日 16日 20日 18日 22日 19日 19日

●13時～ ●13時３５分～ ●14時１０分～ ●14時４５分～ ●15時２０分～ （各回３名）
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05831
テキストボックス
事例３（保健予防課）見直し後



産後ケアのご案内
出産後の安心に

そんな産後の困ったときのために、助産師によるケアや授乳アドバイス等が受けられる
産後ケア事業を実施しています（有料）。

乳房のケアや
健康状態の
チェックなどの

お母さんに対するケア

体重・栄養などの
赤ちゃんの

健康状態のチェック

授乳指導
沐浴指導
育児相談など

お母さんの休息や
食事の提供

（宿泊型・日帰り型のみ）

♡産（生）後３か月未満のお母さんと赤ちゃん ※町田市民
♡家族などからの十分な援助が受けられない方
♡体調不良や授乳・育児に不安がある方

宿泊型・日帰り型産後ケア実施施設

としの助産院（町田市東玉川学園）／町田市民病院（町
田市旭町）／みなみ野グリーンゲイブルズクリニック（八
王子市大船町）／新百合ヶ丘総合病院（川崎市麻生区
古沢都古）／相模野病院（相模原市中央区淵野辺）／
【宿泊型のみ】marimo助産院（相模原市南区文教）

利用料金（利用時にお支払い）

♡宿泊型（1泊2日） 6,000円
♡日帰り型（１日） 3,000円
♡訪問型（１回90分） 2,000円【３回まで】

※組み合わせての利用可（最大７日まで）
※多胎児の場合は追加料金が掛かります。
※住民税非課税世帯・生活保護世帯の方への減免制度が
あります。

対象者

問合せ 町田市保健所保健予防課（042-725-5422）

お母さんと赤ちゃんが施設に行ってケアを受ける宿泊型・日帰り型、ご自宅を訪問する助産師からケアを受ける訪問型が
あります。

♡上の子の預け先に困るときは

産後に頼れる人がいないので不安

授乳がうまくいかない

体調が優れず、休息したい

利用までの流れ

妊娠28週～産後
市庁舎7階704窓口または電話で

利用申請

結果到着

承認された方は施設・助産師に
直接予約していただきます。

利用予約

産後ケアの利用

約1週間

※訪問型は、町田市助産師会・産後ケア実施施設に
所属する助産師が訪問します
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05831
テキストボックス
事例４（観光まちづくり課）見直し後
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町田市からのお知らせ町田市からのお知らせ
　　月　　日に出された「燃やせないごみ」についてご案内します。

燃やせないごみを出すときは、以下の内容にご注意ください。

１回に排出できる大きさ・量が決まっています

土は燃やせないごみの日に、１回５ℓの指定収集袋（緑色）で１袋まで

傘・ほうきなどの細長い物は、40ℓの指定収集袋（緑色）で
（長さ 140cm以下・直径 15cm以下・単体の重さ 10kg 以下の物）

排出ルールが決められています

灯油やペンキなどの液体が入ったまま出さない

鉄アレイやタイヤチェーンなどは、他の燃やせないごみと分けて単体で
（単体で 10kg を超えるものは粗大ごみとして出してください）

　収集車両の火災の原因となります

�スプレー缶・カセットガスボンベはビン・カンの日に青いかごへ

乾電池・コイン型電池（ＣＲ・ＢＲのみ）は毎月２回目の
ビン・カンの日に茶色のかごへ

リチウムイオン電池（電動自転車バッテリー等）は販売店に処理依頼を

使い捨てライター・蛍光管は毎月４回目のビン・カンの日に白色のかごへ

卓上コンロは、カセットガスボンベを抜き取ってから指定収集袋（緑色）へ

町田市役所３R 推進課 ☎ 042-797-7111お問い合せ
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05831
テキストボックス
事例５（３Ｒ推進課）見直し後



　ホームページ、アプリ、
広報、ごみカレンダーの
情報に気づいてのん！
　おねがいだのん！

燃やせないごみの収集中に、スプレー
缶による火災が発生しました。

火災火災をを
ふせごう！ふせごう！

　「スプレー缶」は、ビン・カンの日に
出してもらえれば、ちゃんと資源にな
るんだよ！

収集のオジさん

▲燃えたスプレー缶

火災火災
発生発生

「ごみ分別アプリ」のＱＲコードだのん！
分類や出し方など�詳しく調べることができるのん！

　スプレー缶がつぶれてガスが充満す
ると、すぐに発火してしまうんだ。
　火災はこわいよ。

各品目の処理の仕方は表面をご覧ください
カセットガスボンベ 使い捨てライタースプレー缶

白髪染めのワンプッシュタイプ
の混入に注意してください。

リチウムイオンバッテリー

圧迫されたときに発火する
ことがあります。

「燃やせないごみの袋」に以下の物を入れないでください
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05831
テキストボックス
事例６（住宅課）見直し後
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バリアフリー化工事の
費用を一部助成

（２０２０年度９月募集）

● 町田市に戸建て住宅または集合住宅を持ち、そこに住んでいる方

● 市内事業者とこれから契約し、対象工事を行う方（裏面参照）

● 市税を滞納していない方

ア  屋内外の段差をなくす

イ  屋内外に手すりをつける

ウ  トイレを和式から洋式にする

エ  ホームエレベーター・階段昇降機をつける

オ  お風呂のバリアフリー

● 浴槽を浅いものに変える、または高さを調節する

● 浴室の床のかさ上げ

カ  すべりにくい床にする

● 浴室、トイレ、台所などの水を使う部屋全体をすべりにくい床にする

●　対　象　工　事　●

２０２０年１２月末までに工事完了が必要です。

●　対　象　者　●
（次の全てを満たす方）

自宅を安全に使いやすく！
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05831
テキストボックス
事例６（住宅課）見直し後



手 続 き の 流 れ
●　①　申　し　込　み　●

　住宅課へ次の必要書類を提出してください。（9月30日必着）

　申し込み時に②・③・④の手続きに必要な書類をお渡しします。

　（市ホームページにも掲載しています。裏面QRコード参照）

　□町田市補助金等交付申請書【第1号様式】

　□住宅の建築確認通知書、検査済証、建築確認記載事項証明書の

　　うちいずれか1点の写し

　□建物の現況が確認できる図面（配置図、平面図、立面図など）

　□見積書の写し（数量、単価が分かるもの）

　□工事内容が分かる資料（図面、使う製品のパンフレットなど）

　□工事前の写真（段差の解消や浴槽の高さ調整などの場合、改修前の

　　高さが分かる写真）

　□共有者の承諾書（建物が共有の場合のみ）

　□債権者登録依頼書（補助金振込口座の登録用）

　　　　　      　約1か月

審　査　終　了

　町田市が書類審査を行い、審査の中で対象住宅を外から調査します。

　（立ち会い不要）

　審査後、町田市から『町田市補助金等交付決定通知書』が届きます。

　（10月末を予定）

●　②　契　約・工　事　実　施　●

★必ず『交付決定通知書』を受け取った後に契約してください。

★工事中・工事後の写真を必ず撮影してください。

次のページへ
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工事内容を変更したい場合

　工事内容を変更する前に、次の書類を住宅課へ提出してください。

　□町田市補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書【第5号様式】

　□変更後の改修工事費の見積書の写し

　□変更内容が確認できる変更図面等（変更部分は赤字で表示）

　□その他市長が必要と認めるもの

●　③　報　告　書　の　提　出　●

　工事の終了後、次の書類を住宅課へ提出してください。　

　（２０２１年1月２９日〔金〕必着）

　□町田市補助事業等実績報告書【第8号様式】

　□工事費の領収書と明細書の写し

　□工事中、工事後の写真

　□契約書の写し

審　査　終　了

　町田市から『町田市補助金等交付額確定通知書』が届きます。

●　④　助　成　金　の　請　求　●

　『交付額確定通知書』が届いた後、次の書類を提出してください。

　2か月ほどで、ご指定の口座に助成金が振り込まれます。

　□町田市補助金等交付請求書【第10号様式】
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●　助 成 金 額　●　

　◯対象工事経費の８０％（千円未満は切り捨て、上限10万円）

　◯１つの住宅につき１回まで利用可

　◯市予算を超えた場合は抽選（2019年度は抽選の実施なし）

●　対 象 事 業 者　●　

　◯町田市内に本店・支店・営業所などがある事業者

　 （契約書のみ、市外の本店作成でも可）

●　対 象 外　●

　◯すでに契約しているもの、工事に着手・完了しているもの

　◯集合住宅の共有部分・賃貸住宅・明らかな違反建築

　◯介護保険課や障がい福祉課の住宅改修助成の対象となる住宅

　 （ホームエレベーター・階段昇降機は除く）

　◯旧住宅改修助成金で補助を受けた住宅

町    田    市　  〒194-8520　　町田市森野2-2-22

都市づくり部　　  　    　　　　　   （市庁舎8階８０７窓口）

住    宅    課　  ☎042-724-4269　FAX 050-3161-6109

町    田    市  　バリアフリー化改修工事助成金について

ホームページ 　（各様式・記載例も掲載しています）

お問い合わせ・お申し込み
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で
補
助
金
の
ご
案
内

雨
水
浸
透
ま
す
浸
透
管

補助対象
金　　額

実　　例

最大20万円

①浸透ます４基を設置

②浸透ます 2基を設置

▶浸透ます（１基）…… ５万4000円
▶浸透管（１ｍ）…………… ２万円

※工事費には補助対象外の工事費も含みます
※�工事費はご自宅の状況や工事内容によって変わります

※ 2020年度補助単価

工事費	 約38万5000円
補助金	 －　　　　20万円
自己負担額	 　約18万5000円

自己負担額	 約４万7000円

工事費	 約15万5000円
補助金	 －　10万8000円

雨どいから垂れ流しに
なっているお家は要注意です

です

補助金の申請には、

事前相談が必要
　着工後の補助金申請は受け付けることができませんので、ご注意くださ
い。詳細はお問い合わせいただくか、町田市ホームページをご覧ください。 町田市ホームページ

ＱＲコード

困
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

水
は
け
の
悪
い
お
家

雨が降ると庭に水たまりが
できてしまい困っている方にも

オススメです！

◀
町
田
市
下
水
道
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　「
雨
か
え
る
」
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05831
テキストボックス
事例７（下水道管理課）見直し後



町田市下水道部下水道管理課
〒194-8520　町田市森野２-２-22 ８階　☎042-724-4330

補助条件

▶�町田市内に敷地面積が500㎡未満の住宅を所有する個人
　（新築でも既存でも可）
▶町田市税を滞納していないこと
※�がけ地などの土地の高低差が大きい場所で浸透設備を設置すること
が適当でない場所は除く

問合せ

　近年、都市化が進み、雨水が地中に浸透する量が
減ってきています。
　そのため、大雨の際には、大量の雨水がそのまま
川などに流れ込むことにより、洪水や浸水等の危険
性が高くなってしまいます。

　各宅地に雨水浸透ますや浸透
管を設置し、地面に浸透させる
量を増やすことで、大雨の被害
を軽減することができます。

水害で手遅れになる前に…

雨水浸透ますや
浸透管で

大雨対策を

▶
雨
水
浸
透
ま
す

浸水等の被害軽減にも
効果的！

▲浸透管
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※２ 

町 田 市 役 所 代 表 電 話  ☎ ０ ４ ２ （ ７ ２ ２ ） ３ １ １ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移し先 届出をした日 投票場所 

町田市から都内 

〇〇〇〇年〇月○〇日以前に新住所地へ転入の届出をした方 新住所地  

〇〇〇〇年〇月○〇日以降に新住所地へ転入の届出をした、または届出

予定の方 
入場券記載の投票所  

町田市から都外 投票できません 

町田市内 〇〇〇〇年〇月○〇日以降に届出をした方 引っ越し前の投票所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令 和 ３ 年  東 京 都 議 会 議 員 選 挙 

  投票所へお越しの際には、「投票所入場券」の氏名を確認し、お持ちください。 

   ※投票日当日は、投票所入場券に記載の投票所でのみ投票できます。 

   マスクの着用にご協力ください。また、選挙管理委員会では新型コロナウイルス感染症対策

を行っています。詳細は町田市ホームページの「東京都議会議員選挙」のお知らせページを

ご覧ください。 

  

直 近 で住 所 を 移 し た 方 は投 票場所 を ご 確 認 く だ さ い 

選挙公報を配布します 

（市内居住者のみ） 

投 票 所 に お 越 し に な る 皆 さ ま へ 

1 

２ 

※１ 

※１ 投票の可否については、新住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。 

※２ 投票所で「引き続き都内に住所を有する確認」を受けることで、投票することができます。 

また「引き続き都内に住所を有する証明書（住民票の写し（選挙用）等）があるとスムーズに投票することができます。 

 

町田市ホームページ 

二次元コード 

候補者の政見等を掲載した選挙公報を、〇月〇日（〇）まで 

に新聞販売店を通して全ての世帯に配布します。 

東京都選挙管理委員会のホームページでもご覧いただけます。 

 
 

54

05831
テキストボックス
事例８（選挙管理委員会事務局）見直し後



  同封の「投票所入場券」裏面左側「宣誓書（兼請求書）」の①及び②を記入し、直接または郵送（FAX、E メー

ル不可）で請求してください。また、郵送にかかる時間を考慮し、早めに手続きをしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市庁舎 １階みんなの広場（森野２－２－２２） 堺市民センター １階会議室 （相原町７９５－１） 

南市民センター ２階会議室 （金森４－５－６） 
玉川学園コミュニティセンター （玉川学園２－１９－１２） 

 

なるせ駅前市民センター ３階会議室 （南成瀬１－２－５） 木曽山崎コミュニティセンター B館３階会議室 （山崎町２１６０－４） 

鶴川市民センター ２階会議室 （大蔵町１９８１－４） 南町田駅前連絡所（南町田リエゾン） 

セミナープラス南町田２階会議室（鶴間３－１０－２） 忠生市民センター １階会議室 （忠生３－１４－２） 

小山市民センター １階会議室 （小山町２５０７－１） 和光大学ポプリホール鶴川 １階交流スペース （能ヶ谷１－２－１） 

〇月○〇（土） 〇月○〇（日） 〇月○〇（月） 〇月○〇（火） 〇月○〇（水） 〇月○〇（木） 〇月○〇（金） 〇月○〇（土） 

       

 

 

 

 

 

をご利用ください 
 期日前投票は、お住まいの地域に関わらず、下表の期日前投票所で投票することができます。 

 投票所入場券裏面記載の宣誓書（兼請求書）欄に必要事項を記入のうえ、期日前投票所へお持ちください。 

 （各期日前投票所にも期日前投票宣誓書を用意しています。） 

投票用紙の請求方法 

期日前投票所一覧 

各期日前投票所への 
交通アクセスはこちらから 

投票用紙を請求後、郵送で滞在先に届きます。届いた投票用紙を滞在先等の選挙管理委員会へ持参することで投票できる制度です。 

ただし、平日の夕方以降や土日は、滞在先によっては受付できない可能性があります。 

 

選挙（投票日）当日、  

仕事や学業などで 

投票に行けない方 

 

期 日 前 投 票 期 間 

仕事や旅行などで町田市外に滞在中の方は「不在者投票制度」をご利用ください 

●請求先       〒194-8520 町田市森野２－２－２２  町田市選挙管理委員会 不在者投票担当者宛 

 

無 

無 

無 

 

町田市庁舎以外の期日前投

票所は、〇月○〇日（火）か

ら投票できるよ。 

  

 

  市庁舎以外（１０カ所） 午前８時３０分～午後８時まで 
※最終日は 
午後５時まで 

町田市庁舎  午前８時 ３ ０分～午後８時まで 
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　町田市役所代表電話　☎ ０ ４ ２ （ ７ ２ ２ ） ３ １ １ １

令和３年
●●●●●
●●選挙

投票所入場券
世 帯 全 員 分 同 封

15mm

料金後納
郵便

郵便区内特別

〒１９４－８５２０

町田市森野２－２－２２ 町田市庁舎９階

あなたの投票所 【●●●●町田小学校】
投票日当日は、上記の投票所でのみ投票できます。

▲町田市ご当地めいすいくん

まち☆リスめいすい

この封筒が届きましたら開封し、
投票場所・投票時間を

ご確認ください

投 票 日 令和３年７月●●日（日）
投票時間 午前７時 ～ 午後８時

～町田市の未来をひらく１票を投じましょう～
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投票日当日は、投票所入場券に記載の投票所でのみ
投票できます。

町田市庁舎以外の期日前投票所は、●月●●日（火）から投票できます。
詳細は同封の「選挙のお知らせ」にて投票できる期間・場所等をご確認ください。

●月●日（投票日）当日
投票される方へ

細かい紙類（雑がみ）は「燃やせるごみ」にせず、「古紙・古着」の日に集積所にお出しください。

期日前投票を利用される方へ

町田市ホームペー

ジ

二次元コード

 
 

57



初診で紹介状をお持ちでない方へ
初診時の選定療養費※として、保険外で以下の料金がかかります。

地域での機能分担をすすめるため、当院を受診の際は、
かかりつけ医の紹介状をお持ちください。

【医科】

円 （税込）5,500
【歯科】

円 （税込）3,300
※初診時選定療養費は「初期の治療は地域のかかりつけ医で、高度専門治療は病院で行う」
という医療機関の機能分担を目的に、200床以上の地域医療支援病院へ厚生労働省によ
り徴収が義務付けられた制度です

町
田
市
民
病
院

か
か
り
つ
け
医

●日常的な診療
●長期間の経過観察

専門・急性期病院へ紹介

症
状
が
安
定

紹介状

紹介状

●急性期の治療
●専門医による治療
●精密な検査
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05831
テキストボックス
事例９（医事課）見直し後



初診時の選定療養費に関するＱ&Ａ

町田市民病院　医事課2020.1

Ｑ１．市民病院でも支払わなければならないのですか？
A1.町田市民病院は地域のかかりつけ医を支援する機能をもつ「地域医療支援病院」
です。初診時に当院へ紹介状を持たずに受診をした際には、料金の徴収が義務づ
けられています。

Ｑ2．１年前に受診したことがあるのですが、初診になりますか？
A2.下記の場合は初診の扱いとなります。
（１）すでに終診となっている患者様で、新たに発生した他の疾病で診察した場合
（２）患者様が任意に診療を中止し、３か月以上経過した場合

Ｑ3．選定療養費が高すぎるように思えるのですが…。
A3.厚生労働省が定める下限額に消費税を乗じた金額としています。

Ｑ4．選定療養費はどんな場合にも支払わなければならないのですか？
A4.下記の場合はお支払いの必要はございません。
（１）緊急の場合（当院が緊急の受診が必要と判断した場合）
（２）国の公費負担医療制度の受給対象者である場合
　（例）生活保護法、感染症法等の受給対象者

（３）地方単独の公費負担医療制度の受給対象者である場合
※特定の障がいや特定疾病等の医療証をお持ちの方に限ります。

（乳幼児医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度等はこれに該当しません）

（４）ＨＩＶ感染者である場合
（５）その他当院を受診することについて正当な理由があると当院が認めた場合
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